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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

　
　
告　
示

○
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
作
成
及
び
縦
覧
（
二
六
三
・
誘
致
企
業

　

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
六
四
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
消
防
設
備
士
に
対
す
る
講
習
の
実
施
（
総
合
防
災
課
）
…
…
…
…
…
…
１

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政

　

策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
会
計
管
財

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

○
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
協
議
を
適
当
と
す
る
旨
の

　

決
定
（
雄
勝
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
警
察
本
部
会
計

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

　
　
人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

　
　
公
安
委
員
会
規
則

○
秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
・
交

　

通
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

秋
田
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
条
例
第
百
三
十
七
号
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
影
響
評
価
方
法
書
（
以
下
「
方
法
書
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
し
、
当
該
方
法
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す

る
者
は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

㈠　

名
称　

秋
田
県

　

㈡　

代
表
者
の
氏
名　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　

㈢　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

二　

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

　

㈠　

名
称　

大
仙
神
岡
地
区
工
業
団
地
（
仮
称
）
整
備
事
業

　

㈡　

種
類　

工
場
又
は
事
業
場
の
用
地
の
造
成
の
事
業

　

㈢　

規
模　

造
成
に
係
る
土
地
の
面
積　

約
一
七
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

三　

対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域　

大
仙
市
神
宮
寺
地
内

四　

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地

域
の
範
囲　

大
仙
市

五　

方
法
書
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

　

㈠　

縦
覧
場
所

　
　

⑴　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号　

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
地
域

産
業
課
誘
致
企
業
室

　
　

⑵　

大
仙
市
大
曲
花
園
町
一
番
一
号　

大
仙
市
農
林
商
工
部
企
業
対
策

室

　
　

⑶　

大
仙
市
神
宮
寺
字
蓮
沼
十
六
番
地
三　

大
仙
市
神
岡
総
合
支
所
地

域
振
興
課

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
（
金
）
か
ら
同
年
六
月

二
十
九
日
（
月
）
ま
で
（
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除

く
。
）

　

㈢　

縦
覧
時
間　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六　

意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
そ
の
他
意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事

項

　

㈠　

提
出
期
限　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日
（
月
）

　

㈡　

提
出
先　

五
の
縦
覧
場
所
に
同
じ

　

㈢　

意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事
項　

意
見
書
の
様
式
は
任
意
の
も
の
と

し
、
意
見
書
に
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

⑴　

氏
名
及
び
住
所(

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

　
　

⑵　

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
方
法
書
の
名
称

　
　

⑶　

方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
日
本
語

に
よ
り
、
意
見
の
理
由
を
含
め
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

供
用
開
始
の
区
間

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

三　

供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
用
地
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
六
月
十
一
日
ま
で

　

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
十
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
二
十
一
年
度
の
消
防
設
備
士
に
対
す
る
講
習
を

実
施
す
る
の
で
、
工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関
す
る
講
習

の
実
施
細
目
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
消
防
庁
告
示
第
二
十
五
号
）
第

四
の
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

講
習
実
施
区
分

二　

講
習
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

道
路
の
種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　

間

県

道

屋
布
沖
田
面
線
北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢
字
ラ

ン
ト
ウ
下
タ
七
七
番
五
か
ら
字
上
ノ

山
下
タ
八
〇
番
三
ま
で

講
習
区
分

対
象
と
な
る
免
状
の
種
類

消
火
設
備

第
一
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
及
び
乙
種
消
防
設
備
士
、

第
二
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
及
び
乙
種
消
防
設
備
士
並

び
に
第
三
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
及
び
乙
種
消
防
設
備

士

警
報
設
備

第
四
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
及
び
乙
種
消
防
設
備
士
並

び
に
第
七
類
の
乙
種
消
防
設
備
士

避
難
設
備
・

消
火
器

第
五
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
及
び
乙
種
消
防
設
備
士
並

び
に
第
六
類
の
乙
種
消
防
設
備
士
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三　

受
講
対
象
者

　

㈠　

消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
二
年
以
内
の
者

　

㈡　

右
記
の
講
習
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
以
内
の
者

四　

受
講
申
請
書
の
配
布
場
所

　

㈠　

社
団
法
人
秋
田
県
消
防
設
備
保
守
協
会
（
秋
田
市
中
通
六
丁
目
七
番

九
号　

秋
田
県
畜
産
会
館
三
階
）

　

㈡　

秋
田
県
知
事
公
室
総
合
防
災
課
（
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
）

　

㈢　

各
消
防
本
部
予
防
担
当
課

五　

受
講
申
請
書
の
受
付

　

㈠　

受
付
期
間

　
　
　

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
祭
日
を
除
き
、
平
成
二
十
一
年
六
月
八
日

（
月
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
三
十
分
ま
で

　

㈡　

受
付
場
所

　
　
　

社
団
法
人
秋
田
県
消
防
設
備
保
守
協
会

　

㈢　

提
出
書
類
等

　
　

⑴　

受
講
申
請
書

　
　

⑵　

写
真
（
受
講
申
請
書
提
出
前
六
月
以
内
に
脱
帽
で
、
上
半
身
を
正

面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
も
の
一
枚
）

　
　

⑶　

受
講
は
が
き
（
受
講
票
）
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
五
十
円

切
手
を
貼
付
の
こ
と
。

六　

受
講
手
数
料

　

㈠　

受
講
手
数
料
の
額

　
　
　

七
千
円

　

㈡　

納
付
方
法

　
　
　

秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

七　

受
講
時
に
持
参
す
る
も
の

　
　

消
防
設
備
士
免
状
、
受
講
票
、
筆
記
用
具

八　

講
習
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

　
　

社
団
法
人
秋
田
県
消
防
設
備
保
守
協
会
（
電
話
○
一
八―

八
三
五―

五

八
八
〇
）

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
定
款
変
更
の

認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
十
四
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ま
ち
お
こ
し
結
っ
こ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

山
内　

今
日
子

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

湯
沢
市

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

結
っ
こ
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
連
す
る
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
行
政
及

び
企
業
と
協
働
し
、
環
日
本
海
を
柱
と
し
た
国
際
文
化
・
技
術
交
流
、
支

援
を
視
野
に
入
れ
、
湯
沢
市
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

六　

定
款
の
変
更
内
容

　
　

役
員
の
種
別
及
び
定
数

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の

で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

二　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び

期
間

三　

入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

講
習
区
分

日　
　
　
　
　

時

場　
　

所

消
火
設
備

平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日
（
月
）

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で

秋
田
市
山
王
七

丁
目
三
番
一
号

秋
田
市
文
化
会

館

警
報
設
備

平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
（
水
）

及
び
同
月
十
六
日
（
木
）

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で

避
難
設
備
・

消
火
器

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
（
金
）

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で

番
号

所
在
地

地
目
等

面
積
（
㎡
）

予
定
価
格
（
円
）

秋
田
市
仁
井

田
新
田
一
丁

目
一
四
三
番

一
六

一
、
〇
一
三
・

〇
六

三
〇
、
六
三
五
、

〇
〇
〇

番
号

所
在
地

地
目
等

面
積
（
㎡
）

予
定
価
格
（
円
）

一

秋
田
市
仁
井

目
一
四
三
番

一
六

宅　

地
〇
六

〇
〇
〇

二

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
化

世
沢
一
七
六

番
一

宅　

地
一
、
四
四
五
・

一
七

一
七
、
三
〇
〇
、

〇
〇
〇

三

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
鳥

屋
場
一
番
一

六
五

宅　

地
一
六
五
・
三
〇

九
九
二
、
〇
〇
〇

四

男
鹿
市
船
川

港
船
川
字
鳥

屋
場
一
番
一

五
八

宅　

地
二
三
一
・
五
二

一
、
〇
五
〇
、
〇

〇
〇

番　

号

場　
　
　

所

期　
　
　

間

一～四

秋
田
県
会
計
管
財
課
財
産

管
理
・
車
両
班

（
電
話
〇
一
八―

八
六
〇

―

二
七
三
六
）

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十

九
日
（
金
）
か
ら
同
年
六

月
二
十
三
日
（
火
）
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
）
の
午
前

九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

番　

号

場　
　
　

所

日　
　
　

時

一

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課
入
札
室

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

四
日
（
水
）
午
前
十
時

二

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課
入
札
室

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

四
日
（
水
）
午
前
十
時
三

十
分

三

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課
入
札
室

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

四
日
（
水
）
午
前
十
一
時
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四　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出

し
た
者
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）

五　

入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

　

㈠　

個
人
の
場
合

　
　
　

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が

発
行
す
る
も
の
）

　

㈡　

法
人
の
場
合

　
　
　

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

六　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

　
　

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行

の
支
払
保
証
を
な
し
た
持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。

七　

入
札
の
無
効

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八　

予
定
価
格

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
附
則
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
普
通
財
産
等
の
売
払

契
約
に
係
る
入
札
執
行
前
の
予
定
価
格
の
公
表
に
関
す
る
事
務
取
扱
要
領

に
よ
り
公
表
す
る
。

九　

そ
の
他

　
　

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財
課
（
電
話
○
一
八―

八

六
○―

二
七
三
六
）
に
照
会
の
こ
と
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

横
手
市
宮
田
土
地
改
良
区

　
　

認
可
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日

二　

お
も
の
が
わ
土
地
改
良
区

　
　

認
可
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
成
瀬

村
か
ら
な
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
協
議
を
適
当
と
決
定

し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

村
営
土
地
改
良
事
業
（
成
瀬
東
部
地

区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
変
更
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
五
日

ま
で

三　

縦
覧
場
所　

東
成
瀬
村
役
場

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

㈠　

借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

　
　
　

汎
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（A

CO
S i-PX

9000/

モ
デ
ルS241

）　

一
式

　

㈡　

借
入
物
品
の
仕
様
等

　
　
　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

㈢　

契
約
期
間

　
　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
。
た
だ
し
、
歳
入
歳
出
予
算
に
お
い
て
、
こ
の
契
約
に
係
る
金
額
に

つ
い
て
減
額
又
は
削
減
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
契
約
期
間
を
変
更

す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

　

㈣　

借
入
物
品
の
設
置
場
所

　
　
　

別
途
指
定
す
る
場
所

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ

と
。

　

㈡　

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

　

㈠　

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並

び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

郵
便
番
号
○
一
○―

○
九
五
一　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
五
号

　
　
　

秋
田
県
警
察
本
部
会
計
課
（
電
話
番
号
○
一
八―

八
六
三―

一
一
一

一
）

　

㈡　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

　
　
　

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
二
十
一
年

六
月
一
日
（
月
）
か
ら
同
年
七
月
十
日
（
金
）
ま
で
の
期
間
、
㈠
の
場

所
に
お
い
て
随
時
交
付
す
る
。

四　

入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日
（
金
）
午
前
十
一
時

　
　

秋
田
県
警
察
本
部
三
階
第
二
会
議
室

五　

入
札
保
証
金

　
　

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六　

そ
の
他

　

㈠　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　

㈡　

入
札
の
方
法

　
　

⑴　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該

金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た

金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当

す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

⑵　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額
は
、
当
該
物
品
の
賃
貸
借
に
係
る
月
額

賃
借
料
と
す
る
こ
と
。

　

㈢　

入
札
の
無
効

　
　
　

秋
田
県
財
務
規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

㈣　

落
札
者
の
決
定
方
法

　
　
　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札

を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入

札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
り
決
定
す
る
。

　

㈤　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

㈥　

提
出
書
類
等

　
　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入

札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ

と
。

　

㈦　

そ
の
他

　
　
　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

三

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課
入
札
室

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

四
日
（
水
）
午
前
十
一
時

四

秋
田
県
出
納
局
会
計
管
財

課
入
札
室

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十

四
日
（
水
）
午
前
十
一
時

三
十
分
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人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　
　
　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及

び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
大
館
市
本
庁
の
項
中
「
企
画
振
興
課
の
企
画
振
興
係
長
」
を

「
企
画
調
整
課
の
企
画
調
整
係
長
」
に
改
め
、
「
課
長
、
所
長
」
の
下
に

「
、
室
長
」
を
加
え
、
同
表
大
館
市
出
先
機
関
の
項
中
「
中
央
公
民
館
│
館

長
、
館
長
補
佐
」
を
「
中
央
公
民
館
│
館
長
、
主
幹
、
館
長
補
佐
」
に
改
め

る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

Sum
m

ary
　

　
１

　
N

ature　
and　

quantity　
of　

item
s　

to　
be　

rented：
　

　
　

１
　

set　
of　

General-purpose　
Com

puter(A
cos　

　
　

　
i-PX

9000/m
odel　

S241)
　

　
２

　
T

im
e-lim

it　
of　

tender：
11:00　

Ａ
.Ｍ

.　
17　

July，
2009

　
　

３
　

Contact　
point　

for　
the　

notice：
Finance　

Section，
　

　
　

Police　
A

dm
inistration　

D
epartm

ent，
A

kita　
　

　
　

Prefectural　
Police　

H
eadquarters，

4-1-5　
Sanno，

A
kita

　
　

　
City，

A
kita　

Prefecture　
010-0951　

Japan　
T

EL　
　

　
　

018-863-1111　
ext．

2247（
japanese　

only）

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

　
秋

田
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
　

　
平

成
21年

５
月

29日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

秋
田

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

柴
　

田
　

寛
　

彦
　

　
　

秋
田

県
道

路
交

通
法

施
行

細
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

　
秋

田
県

道
路

交
通

法
施

行
細

則
（

昭
和

39年
秋

田
県

公
安

委
員

会
規

則
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
第

１
条

中
「

運
転

免
許

に
係

る
講

習
に

関
す

る
規

則
（

平
成

６
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

４
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

」
を

「
運

転
免

許
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

平
成

６
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

４
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

」
に

改
め

る
。

　
第

２
条

第
３

項
の

表
を

次
の

よ
う

に
改

め
る

。

　
第

15条
の

３
第

３
項

を
削

る
。

　
第

16条
の

３
第

３
項

中
「

法
第

90条
第

９
項

」
を

「
法

第
90条

第
12項

」
に

、
「

第
103条

第
８

項
」

を
「

第
103条

第
10項

」
に

、
「

法
第

107条
の

５
第

２
項

」
を

「
法

第
107条

の
５

第
３

項
」

に
改

め
る

。
　

第
16条

の
15の

次
に

次
の

２
条

を
加

え
る

。
　

（
認

知
機

能
検

査
員

講
習

）
第

16条
の

16　
法

第
97条

の
２

第
１

項
第

３
号

イ
及

び
法

第
101条

の
４

第
２

項
に

規
定

す
る

認
知

機
能

検
査

を
実

施
す

る
者

に
対

す
る

講
習

は
、

公
安

委
員

会
が

日
時

及
び

場
所

を
指

定
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
２

　
前

項
の

講
習

を
終

了
し

た
者

に
は

、
様

式
第

35号
の

終
了

証
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

　
（

臨
時

適
性

検
査

）
第

16条
の

17　
法

第
102条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

に
規

定
す

る
臨

時
適

性
検

査
の

う
ち

、
法

第
90条

第
１

項
第

１
号

の
２

及
び

法
第

103条
第

１
項

第
１

号
の

２
の

認
知

症
の

検
査

に
あ

つ
て

は
、

公
安

委
員

会
が

検
査

に
当

た
る

医
師

を
委

嘱
す

る
も

の
と

す
る

。
２

　
公

安
委

員
会

は
法

第
102条

及
び

法
第

107条
の

４
の

規
定

に
基

づ
く

臨
時

適
性

検
査

及
び

運
転

者
の

運
転

適
性

に
関

す
る

相
談

業
務

を
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長

及
び

署
長

に
行

わ
せ

る
も

の
と

す
る

。
　

様
式

第
24号

中
「

道
路

交
通

法
第

90条
第

８
項

（
第

103条
第

８
項

）
」

を
「

道
路

交
通

法
第

90条
第

12項
（

第
103条

第
10項

）
」

に
改

め
る

。
　

様
式

第
34号

の
次

に
次

の
様

式
を

加
え

る
。

　
　
　
　
　
公
安
委
員
会
規
則

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

区
　

　
　

　
　

　
分

経
　

　
　

由

１
　

法
第

94条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

免
許

証
の

記
載

事
項

の
変

更
の

届
出

秋
田

市
に

住
所

を
有

す
る

者

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
（

以
下

「
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長

」
と

い
う

。
）

、
秋

田
臨

港
警

察
署

長
、

秋
田

中
央

警
察

署
長

又
は

秋
田

東
警

察
署

長

秋
田

市
以

外
に

住
所

を
有

す
る

者

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
当

該
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

署
長

２
　

法
第

94条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

免
許

証
の

再
交

付
の

申
請

秋
田

市
に

住
所

を
有

す
る

者
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長

秋
田

市
以

外
に

住
所

を
有

す
る

者

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
当

該
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

署
長

３
　

法
第

101条
第

１
項

及
び

第
101条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
免

許
証

の
更

新
の

申
請

（
第

15条
の

３
第

１
項

に
お

い
て

「
免

許
証

更
新

申
請

」
と

い
う

。
）

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
秋

田
臨

港
警

察
署

長
、

秋
田

中
央

警
察

署
長

及
び

秋
田

東
警

察
署

長
を

除
く

署
長

４
　

法
第

104条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

免
許

の
取

消
し

の
申

請

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
当

該
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

署
長

区
　

　
　

　
　

　
分

経
　

　
　

由

１
　

法
第

94条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

免
許

証
の

記
載

事
項

の
変

更
の

届
出

秋
田

市
に

住
所

を
有

す
る

者

秋
田

県
警

察
本

部
交

通
部

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
（

以
下

「
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長

」
と

い
う

。
）

、
秋

田
臨

港
警

察
署

長
、

秋
田

中
央

警
察

署
長

又
は

秋
田

東
警

察
署

長

秋
田

市
以

外
に

住
所

を
有

す
る

者

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
当

該
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

署
長

２
　

法
第

94条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

免
許

証
の

再
交

付
の

申
請

秋
田

市
に

住
所

を
有

す
る

者
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長

秋
田

市
以

外
に

住
所

を
有

す
る

者

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
当

該
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

署
長

３
　

法
第

101条
第

１
項

及
び

第
101条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
免

許
証

の
更

新
の

申
請

（
第

15条
の

３
第

１
項

に
お

い
て

「
免

許
証

更
新

申
請

」
と

い
う

。
）

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
秋

田
臨

港
警

察
署

長
、

秋
田

中
央

警
察

署
長

及
び

秋
田

東
警

察
署

長
を

除
く

署
長

４
　

法
第

104条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

免
許

の
取

消
し

の
申

請

運
転

免
許

セ
ン

タ
ー

長
又

は
当

該
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

署
長

５
　

法
第

104条
の

４
第

５
項

の
規

定
に

よ
る

運
転

経
歴

証
明

書
の

交
付

の
申

請
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長

又
は

署
長

６
　

１
の

項
か

ら
５

の
項

ま
で

に
掲

げ
る

申
請

又
は

届
出

以
外

の
申

請
又

は
届

出
運

転
免

許
セ

ン
タ

ー
長
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様式第35号（第16条の16関係）

　第　　　　号

終　　　　　了　　　　　証

　　　住　　所

　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日生　

　道路交通法第97条の２第１項第３号イ及び第101条の４第２項に規定する認知機能検査を実施する者に対する講習を終了したこと
を証します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋　田　県　公　安　委　員　会　印



６

平成21年５月29日（金曜日） 第2083号秋　　田　　県　　公　　報
　

　
　

附
　

則
　

こ
の

規
則

は
、

平
成

21年
６

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


